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東京都土地利用審査会の概要 

 

 

１ 根  拠  国土利用計画法第３９条第１項の規定による都道府県の必置機関 

２ 性  格  地方自治法第１３８条の４第３項の規定による執行機関の附属機関 

３ 構  成  知事が議会の同意を得て任命する委員５人で組織 

（法第 39 条第 3 項及び第 4 項、都条例
*
第 2 条第 1 項） 

４ 組織運営  都道府県の条例で定める。（法第 39 条第 10 項） 

＊東京都土地利用審査会条例（昭和 49 年 10 月 16 日条例第 121 号） 

５ 権  限  国土利用計画法の規定によりその権限に属された次の事項を処理する。 

（法第 39 条第 2 項） 

(1) 知事が行う規制区域の指定、指定の解除及び指定区域の減少について

確認すること             （法第 12 条第 6 項、第 13 項及び第 15 項） 

(2) 規制区域内における土地に関する権利の移転等の許可申請に係る許

可基準の運用について意見を述べること      （法第 16条第 2項） 

(3) 許可申請についての知事の処分に係る審査請求の受理、裁決及び公開

による口頭審理      （法第 20 条第 1 項、第 2 項及び第 3 項） 

(4) 土地に関する権利の移転又は設定後の土地の利用目的に関する知事

の勧告について意見を述べること               （法第 24条第 1項） 

(5) 知事が行う注視区域の指定、指定の解除及び指定区域の減少について

意見を述べること        (法第 27 条の 3第 2項、第 4項及び第 5項） 

(6) 注視区域における土地売買等の契約に関する知事の勧告について意

見を述べること                           （法第 27条の 5第 1項） 

(7) 知事が行う監視区域の指定、指定の解除及び指定区域の減少等につい

て意見を述べること      (法第 27 条の 6第 2項、第 4項及び第 5項） 

(8) 監視区域における土地売買等の契約に関する知事の勧告について意

見を述べること                       （法第 27条の 8第 1項） 

(9) 遊休土地に関する知事の勧告について意見を述べること 

(法第 31 条第 1 項) 

(10) 前記(3)を除く所掌事務を処理するとき、関係区市町村長の出席を求

めて意見を聴くこと             (法第 39 条第 9 項) 
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 資料１‐② 

東京都土地利用審査会委員名簿（第１８期） 

 

【任期：令和７年１０月２５日から令和１０年１０月２４日まで】 

 

                                                            

氏   名 専門分野 現  職 委員歴 

 

森
もり

 本
もと

 章
あき

 倫
のり

 都市計画 
早稲田大学 

理工学術院教授 
３ 期 

吉
よし

 田
だ

 尚
なお

 子
こ

 法  律 
弁護士 

山本・吉田法律事務所 
２ 期 

稲
いな

 葉
ば

 勝
まさ

 巳
み

 不動産鑑定 

不動産鑑定士 

(一財)日本不動産研究所 

常務理事・業務部長 

２ 期 

町
まち

 田
だ

 怜
れい

 子
こ

 自然環境保全 
東京農業大学 

地域環境科学部教授 
２ 期 

飯
いい

 田
だ

 晶
あき

 子
こ

 農 林 業 
東京大学大学院 

工学系研究科特任講師 
１ 期 

 



国土利用計画法に基づく土地取引規制制度 

制度の

区分 
事後届出制 

事前届出制 

（注視区域） 

事前届出制 

（監視区域） 

許可制 

（規制区域） 

根拠 23条～27条の２ 27条の３～５ 27条の６～９ 12条～22条 

施行 

時期 

Ｈ１０.９ 

(S49-H10は事前届出

制) 

Ｈ１０.９ Ｓ６２.８ Ｓ４９.１２ 

 

区域指 

定要件 

 

    なし 

（右３区域以外の地域） 

 

・地価の社会的経済的に

相当な程度を超えた上

昇又はそのおそれ 

・適正かつ合理的な土地

利用の確保に支障を生

ずるおそれ 

(27条の３) 

 

・地価の急激な上昇又

はそのおそれ  

 

・適正かつ合理的な土

地利用の確保が困難

となるおそれ 

(27条の６) 

 

投機的取引の相当範

囲にわたる集中又は

そのおそれ、及び地価

の急激な上昇又はそ

のおそれ    等 

(12条) 

 

対象面  

積要件 

 

･市街化区域          2,000㎡以上 

･その他の都市計画区域 5,000㎡以上 

･都市計画区域外      10,000㎡以上 

(23条)       （27条の４） 

 

都道府県知事等が規則

で定める面積（左の面積

未満）以上 

（27条の７） 

 

(面積要件なし) 

  

 

届 出 

(申請) 

時 期 

 

契約締結後 

２週間以内 

 

(23条) 

 

契約締結前 

(届出をした者は６週間契約をしてはならない) 

(27条の４第３項)      （27条の７） 

 

契約締結前 

    

 

勧 告 

(許可) 

要 件 

 

 

利用目的のみ 

 

・公表された土地利用

計画に適合しないこ

と      等     

(24条) 

  

 

価格及び利用目的 

 

・届出時の相当な価額に

照らし著しく適正を欠

くこと 

・土地利用計画に適合し

ないこと等 

 

 

価格及び利用目的 

 

・届出時の相当な価額

に照らし著しく適正を

欠くこと 

・土地利用計画に適合

しないこと等 

・投機的取引に当たる

こと 

 

価格及び利用目的 

（不許可基準） 

・区域指定時の相当な

価額に照らし適正

を欠くこと 

・土地利用計画に適合

しないこと等 

・投機的取引に当たる

こと     (16条) 

 

措置 

 

・知事の勧告   (24条) 

・措置の報告   (25条) 

・公表         (26条) 

・土地に関する権利の

処分のあっせん (27

条) 

・助言     (27条の２) 

 

 

・勧告等    (27条の５) 

・25条～27条を準用 

 

・勧告等   (27条の８) 

・報告徴収 (27条の９) 

・25条～27条、27条の

５第２項、第３項準用   

 

・許可又は不許可 

(17条)  

（申請日から６週間

以内に処分） 

・許可を得ない契約は

無効    (14条) 

 

 

現状 
届出件数 

R２年(1～12 月) 15,833件 

R３年(1～12 月) 18,188件 

R４年(1～12 月) 18,374件 

R５年(1～12 月) 18,992件 

R６年(1～12 月) 18,703件 

注）届出件数は処理月ベース 

指定実績なし 

令和７年９月末現在 

東京都小笠原村 

のみ指定 

指定実績なし 

資料１－③ 
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○
国
土
利
用
計
画
法 

   
 

〔
昭
和
四
十
九
年
六
月
二
十
五
日 

法
律
第
九
十
二
号
〕 

   
 
 

改
正 
平
成
二
十
五
年
六
月
十
四
日  

法
律
第
四
十
四
号 

 (

土
地
利
用
審
査
会
） 

第
三
十
九
条 

都
道
府
県
に
、
土
地
利
用
審
査
会
を
置
く
。 

２ 

土
地
利
用
審
査
会
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ

た
事
項
を
処
理
す
る
。 

３ 

土
地
利
用
審
査
会
は
、
委
員
五
人
以
上
で
組
織
す
る
。 

４ 

委
員
は
、
土
地
利
用
、
地
価
そ
の
他
の
土
地
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
優
れ

た
経
験
と
知
識
を
有
し
、
公
共
の
福
祉
に
関
し
公
正
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
の
う
ち
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
、
都
道
府
県
の
議
会
の
同
意
を
得
て

任
命
す
る
。 

５ 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

  

一 

破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者 

 

二 

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
さ
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行

を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者 

６ 

都
道
府
県
知
事
は
、
委
員
が
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き

は
、
そ
の
委
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

都
道
府
県
知
事
は
、
委
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
都
道
府

県
の
議
会
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
委
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

 

二 

職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
と
き
。 

８ 

委
員
は
、
自
己
又
は
三
親
等
以
内
の
親
族
の
利
害
に
関
係
の
あ
る
事
件
に
つ

い
て
は
、
議
事
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

９ 

土
地
利
用
審
査
会
は
、
第
十
二
条
第
六
項
、
同
条
第
十
三
項(

同
条
第
十
五

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
四
条

第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
三
第
二
項(

同
条
第
四
項(

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
二
十
七
条

の
五
第
一
項
、
第
二
十
七
条
の
六
第
二
項(

同
条
第
四
項(

同
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
七
条
の
七
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。)

、
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
又
は
第
三
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
係
る
所
掌
事
務
を
処
理
す
る
と
き
は
、
関
係
市
町
村
長
の
出
席
を
求

め
、
そ
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

10 
 

第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
土
地
利
用
審
査
会
の
組

織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
都
道
府
県
の
条
例
で
定
め
る
。 

     

（
監
視
区
域
の
指
定
）  

 
 
 
 
 
 
 

第
二
十
七
条
の
六  

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
の
う
ち
、
地

価
が
急
激
に
上
昇
し
、
又
は
上
昇
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
適
正

か
つ
合
理
的
な
土
地
利
用
の
確
保
が
困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
区
域
（
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
規
制
区
域
と
し
て
指
定
さ
れ
た

区
域
を
除
く
。
）
を
、
期
間
を
定
め
て
、
監
視
区
域
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。  

２  

都
道
府
県
知
事
は
、
監
視
区
域
を
指
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら

か
じ
め
、
土
地
利
用
審
査
会
及
び
関
係
市
町
村
長
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

  （
監
視
区
域
に
お
け
る
土
地
に
関
す
る
権
利
の
移
転
等
の
届
出
）  

第
二
十
七
条
の
七 

 

第
二
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
監
視
区
域
に
所
在
す
る
土

地
に
つ
い
て
土
地
売
買
等
の
契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
同
号
イ
か
ら
ハ
ま

で
に
規
定
す
る
面
積
未
満
」
と
あ
る
の
は
「
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る

面
積
に
満
た
な
い
範
囲
内
で
都
道
府
県
知
事
が
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
る

面
積
未
満
」
と
、
「
同
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
規
定
す
る
面
積
以
上
」
と
あ
る
の

は
「
当
該
都
道
府
県
の
規
則
で
定
め
ら
れ
た
面
積
以
上
」
と
、
同
条
第
三
項
中

「
次
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
七
条
の
八
第
一
項
」
と
、
「
同
条
第

三
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
の
五
第

三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。  

２  

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
監
視
区
域
を
指
定
す
る

と
き
は
、
前
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項
第

一
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
の
規
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

３  

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
二
条
第
十
項

の
規
定
に
よ
る
調
査
の
結
果
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
都
道

府
県
の
規
則
で
定
め
る
面
積
を
変
更
す
る
も
の
と
す
る
。  

４  

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
都
道
府
県
の
規
則
を
定
め
よ
う
と
す

る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。  

  

○
国
土
利
用
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
監
視
区
域
内
に

お
け
る
届
出
の
面
積
の
基
準
を
定
め
る
規
則 

 

（
昭
和
六
二
年
八
月
一
日 

規
則
第
一
六
五
号
） 

  

国
土
利
用
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
監
視
区
域
内
に
お
け
る
届
出
の
面
積
の

基
準
を
定
め
る
規
則
を
公
布
す
る
。 

 

国
土
利
用
計
画
法
の
規
定
に
基
づ
く
監
視
区
域
内
に
お
け
る
届
出
の
面
積
の

基
準
を
定
め
る
規
則 

 

国
土
利
用
計
画
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
二
十
七
条
の
七
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
同
法
第
二
十
七
条
の
四
第
二
項

第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
面
積
は
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。

資料１‐④ 



2 

○
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
条
例 

     

〔
昭
和
四
十
九
年
十
月
十
六
日 

条
例
第
百
二
十
一
号
〕 

 
 
 

最
終
改
正 

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日 

条
例
第
四
十
二
号 

 (

趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
国
土
利
用
計
画
法(

昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号)

第
三
十
九
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会(

以
下｢

審

査
会｣

と
い
う
。)

の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

(

組
織
等) 

第
二
条 

審
査
会
は
、
委
員
五
人
で
組
織
す
る
。 

２ 

委
員
の
任
期
は
、
三
年
と
し
、
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け
る
補
欠
の
委
員

の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

(

会
長
） 

第
三
条 

審
査
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
こ
れ
を
定
め
る
。 

２ 

会
長
は
、
審
査
会
を
代
表
し
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

３ 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
そ
の

職
務
を
代
理
す
る
。 

(

会
議
） 

第
四
条 

審
査
会
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。 

２ 

会
長
は
、
審
査
会
の
議
長
と
な
る
。 

３ 

審
査
会
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ

と
が
で
き
な
い
。 

４ 

審
査
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、

議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
規
制
区
域
の
指
定
若
し
く
は
指
定
の
解
除
又

は
そ
の
区
域
の
減
少
に
係
る
確
認
の
議
決
は
、
委
員
総
数
の
過
半
数
を
も
っ
て

決
す
る
。 

(

雑
則) 

第
五
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
会
長
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 

附 

則  

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則(

平
成
二
十
六
年
条
例
第
四
十
二
号) 

(

施
行
期
日) 

１ 

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

(

経
過
措
置) 

２ 

こ
の
条
例
の
施
行
の
際
、
現
に
在
任
し
て
い
る
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
の

委
員
は
、
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
条
例
第
二
条

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
任
期
中
に
限
り
、
な
お
在
任
す
る
も
の

と
す
る
。 

              
 



3 

○
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
運
営
規
則 

     
〔 

昭
和
五
十
年
二
月
五
日 

東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
会
長
決
定
〕 

  
 
 

最
終
改
正 

平
成
十
二
年
五
月
十
八
日 

 (

趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
定
は
、
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
条
例(

昭
和
四
十
九
年
東
京

都
条
例
第
百
二
十
一
号)

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
土
地
利
用
審
査

会 (

以
下｢

審
査
会｣

と
い
う
。)

の
運
営
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。 

(

招
集
の
通
知) 

第
二
条 

会
長
は
、
審
査
会
を
召
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
や
む
を
得
な
い
場

合
の
ほ
か
、
招
集
期
日
の
七
日
前
ま
で
に
、
日
時
及
び
場
所
を
委
員
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

会
長
は
、
審
査
会
に
付
議
す
る
議
案
を
審
査
会
の
期
日
の
三
日
前
ま
で
に
、

委
員
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

欠
席
） 

 

第
三
条 

委
員
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
招
集
の
通
知
を
受
け
た
場
合
に
お
い

て
、
事
故
の
た
め
出
席
で
き
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
旨
を
会
長
に
申 

し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(

委
員
以
外
の
者
の
出
席) 

第
四
条 

会
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
以
外
の
者
を
会
議
に

出
席
さ
せ
て
意
見
を
述
べ
さ
せ
、
又
は
説
明
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

(

会
議
の
公
開
） 

第
五
条 

審
査
会
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
場
合
に
は
、

非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
き
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
会
議
の
公
開
に
必
要
な
事
項
は
、

会
長
が
審
査
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

(

議
事
録
の
作
成
） 

第
六
条 

会
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
議
事
録
を
作
成
し
保
存
す
る
。 

一 

審
査
会
の
開
催
年
月
日 

二 

出
席
し
た
委
員
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
出
席
し
た
委
員
以
外
の
者
及
び

審
査
請
求
人
の
氏
名 

三 

会
議
の
公
開
又
は
非
公
開
の
別 

四 

非
公
開
の
理
由
（
会
議
を
非
公
開
に
し
た
場
合
に
限
る
） 

五 

傍
聴
人
の
数
（
会
議
を
公
開
に
し
た
場
合
に
限
る
） 

六  

議
事
の
て
ん
ま
つ 

七 

そ
の
他
審
査
会
の
経
過
に
関
す
る
事
項 

(

議
事
録
等
の
公
開
） 

第
七
条 

審
査
会
が
作
成
し
た
議
事
録
、
答
申
書
並
び
に
審
査
会
が
審
議
し
た
議

案
、
審
査
会
へ
の
提
出
資
料
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と
い
う
。）
は
、
公
開
と

す
る
。
た
だ
し
、
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）

第
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

(

雑
則
） 

第
八
条 

こ
の
規
則
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。 

  

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
年
二
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則 

１  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
の
公
布
の
日

（
平
成
十
一
年
三
月
十
九
日
）
前
に
開
催
さ
れ
た
審
査
会
に
係
る
議
事
録
等
に

つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
運
営
規
則

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を

有
す
る
。 

  

 
 



4 

○
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
の
会
議
の
公
開
に
関
す
る

取
扱
要
綱 

      
〔
平
成
十
二
年
五
月
十
八
日
〕 

東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
会
長
決
定 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
要
綱
は
、
東
京
都
土
地
利
用
審
査
会
運
営
規
則
（
昭
和
五
十
年
二

月
五
日
会
長
決
定
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
土
地
利
用

審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の 

会
議
の
公
開
に
関
し
て
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
会
議
の
公
開
原
則
） 

第
二
条 

審
査
会
の
会
議
は
、
こ
れ
を
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
会
議
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

会
議
に
お
い
て
取
り
扱
う
情
報
が
、
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一

年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
第
七
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
。 

 

二 

会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
公
正
か
つ
円
滑
な
審
議
が
著
し
く
阻
害

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。 

（
非
公
開
の
決
定
方
法
） 

第
三
条 

会
長
は
、
前
条
た
だ
し
書
き
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
又
は
委
員
か

ら
そ
の
旨
の
指
摘
が 

あ
っ
た
と
き
は
、
会
議
に
諮
り
、
会
議
の
全
部
又
は

一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
傍
聴
者
） 

第
四
条 

会
議
を
傍
聴
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
会
議
に
先
立
ち
そ
の
旨
を
申

し
出
た
う
え
、
会
長
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
傍
聴
者
の
員
数
） 

第
五
条 

傍
聴
者
の
員
数
は
十
五
人
以
内
と
す
る
。 

（
傍
聴
券
等
の
交
付
） 

第
六
条 

傍
聴
券
は
、
会
議
当
日
に
受
付
で
、
会
議
傍
聴
整
理
簿
に
所
要
事
項
を

記
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
人
一
枚
を
会
長
の
承
認
に
基
づ
き
交
付
す
る
。

た
だ
し
、
定
員
を
こ
え
る
場
合
は
抽
選
に
よ
り
交
付
す
る
。 

２ 

報
道
関
係
者
に
つ
い
て
は
傍
聴
証
を
、
会
長
の
承
認
に
基
づ
き
交
付
す
る
。 

（
傍
聴
席
） 

第
七
条 

傍
聴
席
は
、
会
長
が
こ
れ
を
指
定
す
る
。 

（
傍
聴
者
の
入
場
） 

第
八
条 

傍
聴
者
は
、
会
議
室
に
入
る
と
き
は
、
傍
聴
券
等
を
係
員
（
会
長
の
指

定
す
る
職
員
。
以
下 

「
係
員
」
と
い
う
。
）
に
示
し
、
そ
の
指
示
に
従
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
傍
聴
券
等
の
提
示
） 

第
九
条 

傍
聴
者
は
、
係
員
が
求
め
た
と
き
は
、
傍
聴
券
等
を
提
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
傍
聴
で
き
な
い
者
） 

第
十
条 

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
会
議
室
に
入
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

  

一 

銃
器
、
棒
そ
の
他
人
に
危
害
を
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者
。 

  

二 

拡
声
器
の
類
を
携
帯
し
て
い
る
者
。 

  

三 

貼
り
紙
、
ビ
ラ
、
プ
ラ
カ
ー
ド
、
旗
、
の
ぼ
り
、
垂
れ
幕
の
類
を
携
帯
し

て
い
る
者
。 

  

四 

は
ち
巻
、
腕
章
（
報
道
関
係
者
が
着
用
す
る
腕
章
は
除
く
。
）
、
た
す
き
、

ゼ
ッ
ケ
ン
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
類
を
着
用
又
は
携
帯
し
て
い
る
者
。 

 

五 

酒
気
を
帯
び
て
い
る
者
。 

 

六 

そ
の
他
審
議
を
妨
害
す
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
顕
著
な
事
情
が
認
め

ら
れ
る
者
。 

（
傍
聴
者
の
遵
守
事
項
） 

第
十
一
条 

傍
聴
者
は
、
会
議
を
傍
聴
す
る
と
き
は
静
粛
を
旨
と
し
、
次
の
事
項

を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一 

会
議
開
催
中
の
言
論
に
対
し
て
拍
手
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
賛
否
を
表

明
し
な
い
こ
と
。 

 

二 

騒
ぎ
立
て
る
等
審
議
を
妨
害
し
な
い
こ
と
。 

 
三 

会
場
に
お
い
て
、
携
帯
電
話
等
の
無
線
機
器
を
使
用
し
な
い
こ
と
。 

 

四 
そ
の
他
会
場
の
秩
序
を
乱
し
、
審
議
の
支
障
と
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
な

い
こ
と
。 

（
撮
影
、
録
音
等
の
許
可
） 

 

第
十
二
条 

傍
聴
者
は
、
会
議
室
に
お
い
て
写
真
撮
影
ま
た
は
録
画
・
録
音
等
を

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
理
由
を
付
し
て
申
請
し
、
会
長
の
承

認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
傍
聴
者
の
退
場
） 

第
十
三
条 

傍
聴
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
退
場
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

審
査
会
が
、
会
議
の
非
公
開
を
決
定
し
た
と
き
。 

 

二 

傍
聴
者
が
、
こ
の
規
定
に
違
反
し
、
会
長
が
退
場
を
命
じ
た
と
き
。 

（
報
道
関
係
者
の
取
扱
） 

第
十
四
条 

報
道
関
係
者
は
、
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
関
わ
ら
ず
、
公
開

の
会
議
を
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

第
七
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
報
道
関
係
者
が
公
開
の
会
議
を
傍

聴
す
る
場
合
に
準
用 

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
傍
聴
者
」
と
あ
る

の
は
「
報
道
関
係
者
」
、
「
傍
聴
席
」
と
あ
る
の 

は
「
報
道
関
係
者
席
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
十
五
条 

こ
の
要
綱
に
定
め
の
な
い
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。 

     

附 
 

則 

 

こ
の
要
綱
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 



5 

○
東
京
都
情
報
公
開
条
例 

  
 
 

（
平
成
十
一
年
三
月
十
九
日 

条
例
第
五
号
） 

 
 
 

最
終
改
正 

平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
九
日 

 

第
七
条 

実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
開
示
請
求
に
係
る
公
文

書
に
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
情
報(

以
下
「
非
開
示
情
報
」
と
い

う
。)

が
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、
当
該
公
文

書
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

。 五 

都
の
機
関
並
び
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方

独
立
行
政
法
人
の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す

る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は

意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
、
不
当
に
都
民
の
間
に
混

乱
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
若
し
く
は

不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も
の    

六 

都
の
機
関
又
は
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
若
し
く
は
地

方
独
立
行
政
法
人
が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す

る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
お
そ
れ
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質

上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
も

の 

イ 

監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事

務
に
関
し
、
正
確
な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ
又
は
違
法
若
し
く
は

不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の
発
見
を
困
難
に
す
る
お
そ
れ 

ロ 

契
約
、
交
渉
又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地

方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し

て
の
地
位
を
不
当
に
害
す
る
お
そ
れ 

ハ 

調
査
研
究
に
係
る
事
務
に
関
し
、
そ
の
公
正
か
つ
能
率
的
な
遂
行
を
不
当
に

阻
害
す
る
お
そ
れ 

ニ 

人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
支
障
を

及
ぼ
す
お
そ
れ 

ホ 

独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政

法
人
に
係
る
事
業
に
関
し
、
そ
の
企
業
経
営
上
又
は
事
業
運
営
上
の
正
当
な
利

益
を
害
す
る
お
そ
れ 

ヘ 

大
学
の
管
理
又
は
運
営
に
係
る
事
務
に
関
し
、
大
学
の
教
育
又
は
研
究
の
自

由
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ 

 


